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板橋区ハト等への給餌による被害防止条例案に対する 

パブリックコメントと区の考え方         

 
 

◎ 募集期間：令和 6年 4月 22日（月）～5月 21日（火）【30日間】 

◎ 件数：35件・18人（持参 0人、ファックス 1人、メール 2人、Ｗｅｂ提出 15人） 

№ 項目 意見の概要 区の考え方 

1 

賛成意見 ハトへの給餌禁止について、賛成し

ます。 

近所に沢山のハトが集まる広場(公

園)があり、大量のふんで広場が汚れ

ています。異臭もするため、非常に不

愉快です。それにもかかわらず、ハト

に餌を与えている人がいるのでハトの

数が増える一方です。早急の改善を

望みます。 

本条例（案）では、公園や道路な

どの公共の場所におけるハト等への

餌やりと、ハト等への給餌による被害

を公共の場所に生じさせることを禁

止します。また、給餌による餌を目当

てに集散するハト等のふん尿・その

他の汚物の放置や、これらにより発

生する臭気などを、給餌による被害

として定義します。 

2 

賛成意見 「ハト等への給餌による被害防止条

例」の制定に賛同いたします。理由は

以下のとおりです。 

1）生態系への悪影響 

ハトは野鳥であるにもかかわらず、

人間が餌を供給することは、本来的な

習性を忘れて人間に依存する度合い

を高めてしまいます。私は愛犬と一緒

に居住地域周辺の石神井川沿いや

周辺の公園を散歩する機会が多いの

ですが、餌やりを控えることの協力を

要請する立て看板などを目にします。

餌やりをしている人たちには一向に効

果がないようで、人がビニール袋に入

れた餌を一定の場所でハトたちにばら

まいている光景は何年も前から目撃し

ています。別の日にその周辺を通る

と、歩行するこちらの存在に気付き、

餌を期待するかのように複数のハトが

舞い降りてきて脅威を覚えます。 

2）病原菌に関する懸念 

頻繁に餌やりがなされている場所

にはハトのふんと思われるものが多く

散乱しており、それらが乾燥して空気

中に舞い飛べば、その中に病原菌が

含まれていたりする可能性も否定でき

区では、区民等（区民及び区の区

域内に滞在する者（通過する者を含

む。）又は区内の土地を所有し、占

有し、若しくは管理する者）の生活環

境の向上を図るとともに、生物多様

性を尊重する観点から、条例を制定

します。 

ご意見のように、人が餌を与えなく

ても、ハトは雑草、樹木の種子、芽な

どを食べて生きていきますので、餌

を与えることは、生態系のバランスを

崩す原因となります。 

ハトのふんには、病原体が含まれ

ていることもありますので、本条例

（案）ではふん尿の放置などを給餌

による被害として定義します。 

ハトに餌を与えることで、人を恐れ

なくなり、人に慣れてしまう場合があ

ります。人と野生動物の間には、一

定の距離を保つことが重要と考えま

す。 

 

資料３ 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

ないと思います。 

3）ハトの人慣れ 

上記 1）に関連しますが、ハトが人

慣れしてきている様子がうかがえま

す。数週間前には自転車が通っても

避けることがなく、そのまま走行する自

転車に危うくぶつかりそうになったハト

を見ましたし、道路上でも走行する車

に反応することなく、かわいそうなこと

に轢かれてしまったハトを見たこともあ

ります。自転車や車に反応が鈍くなる

のも、人慣れゆえだと思います。この

ような不幸な状況を生み出すことにも

なってしまいます。 

3 

賛成意見 近所の公園で、ハトの餌やりをして

いるシニアの方がいて、「ハトに餌付

けをすることで餌をとらなくなる。繁

殖、ふん害、アレルギーなど、色々な

面から、ハトにとっても人間にとっても

両方に良くないことだから、日本全国

どこでも公共の場での野鳥への餌やり

は良くないことですよ」と教えていま

す。しかし、ほとんどのシニアの方は、

「ハトがかわいそうじゃない。何が悪い

の！」と理解してくれません。その場は

止めても、またやり出します。 

「かわいそうだ」と言っていますが、

自分が楽しいからやっているのが本

音です。 

指導する側が悪者にならないよう、

自治体で条例化しているところもあり

ますので、私は賛成です。遅いぐら

い。 

ハトは餌がたくさんあると、一年に

何度も卵を産み、数が増え過ぎてし

まいます。また、ふんには病原体が

含まれていることがあり、ふんや羽毛

がぜん息などのアレルギーの原因と

なることもあります。人がハトに餌を与

えないこと、ハトにむやみに触らず疾

病に罹患しないようにすることが重要

と考えています。 

本条例（案）では、公園や道路な

どの公共の場所におけるハト等への

餌やりと、ハト等への給餌による被害

を公共の場所に生じさせることを禁

止します。 

4 

賛成意見 公園でハトや鴨に餌をあげている

人をよく見かけます。そのせいで、ふ

ん害が酷いです。それだけでなく、餌

のゴミが出たり、池の水が汚れたり、子

どもも真似したがるので絶対にやめて

ほしく、1日も早く条例で禁止にして欲

しいです。 

本条例（案）では、公園などの公

共の場所で、ハト等への餌やりを禁

止します。対象動物はハトのみになり

ますが、状況を鑑み、その他の鳥類

を追加する場合があります。 

 

5 

賛成意見 近くの公園に餌やり禁止と掲示され

ているものの、相変わらずハトに餌を

やっている人がおり、道行く人がふん

害などで困っています。 

取り締まりしていただけると助かりま

本条例（案）では、公園や道路な

どの公共の場所のおけるハト等への

餌やりと、ハト等への給餌による被害

を公共の場所に生じさせることを禁

止します。 



 

3 

 

№ 項目 意見の概要 区の考え方 

す。 区民等の苦情又は相談を基に、

職員等が現場調査や監視指導を行

います。 

6 

賛成意見 賛成です。住まい近隣の大通り沿

いの歩道で、毎朝ハトに餌をあげてい

る人がいます。ハトが待ち構えていた

り、歩道をハトが占拠していたり、ふん

もあり衛生面で嫌悪感があります。 

公道で餌やりをする人に注意した

かったのですが、毎朝待ち構えるわけ

にもいかず、注意する根拠も個人の

因縁のようになるのが嫌で放置してい

ました。 

条例があればコミュニケーションし

やすくなると思い賛成です。 

これまで区内では、公共の場所に

おいてハトへの給餌によるふん害等

のため、環境悪化の現状がありまし

た。 

本条例（案）の目的は、区民等の

生活環境の向上を図ることであり、併

せて生物多様性を尊重していきま

す。主旨をご理解いただくためにも、

区民等の皆様とのコミュニケーション

を大切に取り組んでまいります。 

7 

賛成意見 板橋区ハト等への給餌による被害

防止条例案に賛成です。できれば来

年度からではなく、今すぐにでも施行

していただきたい思いです。 

私は緑道沿いに居住しています

が、毎日猫に餌やりをしているご婦人

が一緒にハトにも餌を撒いており、そ

の時間近くになるとハトがたくさん集ま

ってきています。このため、三田線の

ガード下や、私の家の屋根や近隣の

家の屋根にとまってふんをしていま

す。この乾燥したふんや羽根などが敷

地内に入って大変困っています。 

区の方にも連絡してそのご婦人に

注意喚起していただきましたが、本人

は「やっていない」と言いながら人がい

なくなったことを見計らって餌をあげて

いるのを何度も目撃しています。最近

はその餌を食べるカラスも集まってき

ています。 

本条例（案）では、区民等の責務と

して、区民等は良好な生活環境を確

保するため、ハト等への給餌による

被害を生じさせることがないよう努め

なければならないことを規定していま

す。また、公共の場所において、ハト

等への給餌を行うことは禁止事項と

なっております。 

条例に基づき、職員等による現場

調査や監視指導を行ってまいりま

す。 

8 

賛成意見 

条例周知 

当マンションは都営三田駅の商店

街の入口に建っています。最近居住

者からハトのふん等による苦情が増え

てきています。周辺道路を歩くとハトが

無数寄ってきて逃げません。特に商

店街の入口の交差点には、無数のハ

トが電線や近くのビルに群がり、増え

ている様子です。ここは狭い割に自動

車、自転車そして人の往来が多く、走

っている自動車、自転車の目の前に

ハトが突然飛来することは日常です。

特に小さなお子さんを自転車に乗せ

ているときはヒヤッとします。いつか痛

ましい交通事故が起きると感じていま

す。 

本条例（案）では、公園や道路な

どの公共の場所におけるハト等への

給餌と、ハト等への給餌による被害

を公共の場所に生じさせることを禁

止します。 

また、区内において事業活動を行

う事業者は、ハト等への給餌による

被害を防止するため、区が実施する

施策に協力することとしています。ハ

トの被害防止の対策については、本

条例（案）以外の場面においても、事

業者と連携し、取り組んでまいりま

す。 

本条例の周知については、ホーム

ページや広報への掲載、チラシの配
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高速道路には巣があり、多くのハト

がねぐらにしています。ハトの被害状

況について、周囲で生活する人への

影響をきめ細かく調査するよう、高速

道路の管理者へ指導をお願いしま

す。ハトの巣が出来やすい環境を黙

認しながら、給餌を規制するのは、配

慮が一方に偏っていると考えます。 

餌付けする人がいる反面、ハトアレ

ルギーの人もいるので、意見を集約し

ていくことは難しいと思います。 

今回の条例には賛成しますが、多く

の人に知っていただく努力が重要と思

います。 

布など、様々な機会を捉えて行って

まいります。 

９ 

反対意見 最初に、非常に難しい問題であると

認識しました。このような条例に至った

経緯は理解できるところがあります。た

だ、被害という状況がどのようなものか

が今一歩ピンときません。健康被害が

どのくらい出ているのでしょうか。死者

が出たとは聞いておりません。そもそ

も、人間と動物は共生することが基本

と考えています。一方の理論で物事を

推し進めることに疑問を感じます。な

かなか餌もなく、つらい思いをしている

動物たちと助けようとするのは、人間と

して当たり前の行為であり、動物愛護

の観点からも保護すべきか迷うところ

です。ただ、人的被害が大きいのであ

れば、被害の防止を最優先させること

は必要だと思います。がまんできるとこ

ろはがまんし、双方が幸せに暮らせる

よう努力すべきだと思います。残った

餌の始末もせず、やりっ放しは余りに

良くない。それにより、きちんとして、

愛情を持ってあげている人まで、過料

に苦しむのはいかがなものだろうか。

条例まで作ってしまうというのは驚くば

かりです。穏便な対応を願うばかりで

す。共存共栄ができるよう行政のお力

をお借りしたいと思います。  

ハトのふん害などにより、地域によ

っては甚大な被害を被っている実態

があります。 

ご意見のように、人と動物（野生鳥

獣）の共生は大切と考えています。 

人が餌を与えなくても、ハトは雑

草、樹木の種子、芽などを食べて生

きていくというのが生態です。その野

生鳥獣の生態を踏まえた人との共存

のためにも、一定のルールが必要と

考えます。 

10 

対象動物 ハトだけでなく、猫やカラスも同様で

す。隣人の猫への餌やりにより、我が

家の庭に魚の骨や頭、ふんなどが見

られます。ペットのふん尿の始末も同

様です。厳重に取り締まって下さい。 

猫は、法律（動物の愛護及び管理

に関する法律）で愛護動物に指定さ

れており、飼い主のいない猫（野良

猫）への給餌自体は法律で禁止され

ている行為ではありません。但し、同

法では、動物への給餌や給水により

周辺の生活環境が損なわれる事態

が生じないよう、動物の適正飼養に

ついて規定しています。 
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区では、区民が飼い主のいない猫

へ給餌・給水する場合には、周辺住

民の理解のもとに、対面での餌やりと

後片付け、排せつ物の処理などを適

正に行うよう啓発しています。 

11 

対象動物 条例の名称を「ハト等」ではなく「鳥

獣」としたほうが良いと思います。対象

者がハトではなく猫に給餌をしている

といった言い逃れできることが考えら

れます。 

また、ハトへの給餌がアライグマや

ハクビシン、カラス、猫といった他の鳥

獣の餌付けに繋がり、生物多様性だ

けでなく、畑の作物への食害や家屋

への影響、交通被害、衛生問題、人

的被害といった様々な影響を引き起こ

すことが考えられるため、総合的な条

例になることを望みます。 

本条例（案）では、公共の場所に

おける猫などへの給餌であっても、

ハト等が集散することを認識しなが

ら、ハト等が食べることができる場所

に餌を放置する行為を禁止します。 

また、対象は、地域で生じている

被害の実態を踏まえ、ハトとし、それ

以外の鳥類は、被害の実態を踏まえ

て新たに追加する場合があります

（鳥類以外の動物は対象としていま

せん）。 

12 

対象者 毎日のように餌撒きが行われ、かつ

目撃者の話を総合すると複数人物が

関与していると思われますので、罰則

対象者を板橋区在住、在勤者に限ら

ない方策を取ってください。 

本条例（案）では、区民及び区の

区域内に滞在する者や通過する者

を対象者とします。さらに、区内の土

地を所有し、占有し、管理する者も

対象者としています。 

13 

私有地 所有者の同意を前提に、空き地、

マンション植栽など、個人所有の土地

についても、板橋区名の看板設置な

ど、板橋区の公共の場と同様の対応

を取れるようにしてほしいです。 

ハトの数も増えていますので、現地

調査を行ったうえで、是非ご検討のほ

どよろしくお願いいたします。 

区では、ハト等への給餌による被

害防止に関する掲示物の配布を行う

とともに、土地の所有者や管理者の

同意を基に、掲示をお願いしてまい

ります。 

14 

私有地 現在、都営団地に住んでおります

が、入居時からベランダが鳩のふんだ

らけでベランダに服や布団が干せず、

3 階でも廊下側の手すりに布団を干し

ているご家庭が多いというおかしな状

況のようです。近隣の方のお話を伺う

と、どうやら、うちの斜め上にお住まい

の人が、餌を与えているようで非常に

困っております。 

今回概要を閲覧しましたが、この制

度であると、対象は公共の場所のみ

で、非該当になります。 

自宅での行動にまで制限をかける

のは難しいとは思いますが、ベランダ

などは共用部分となりますし、実際に

被害も甚大なので、こういった背景も

検討の余地に入れていただきたいで

す。 

集合住宅の敷地内におけるハト等

への餌やりについては、共用部分に

ついても、自治会や管理者などによ

る管理をお願いするところとなりま

す。 

なお、本条例（案）では、私有地内

の給餌であっても、公共の場所に被

害を生じさせることは、禁止事項とし

て定めております。 



 

6 

 

№ 項目 意見の概要 区の考え方 

15 

違反確認 禁止事項に違反した者について、

どのように区の職員や委託の職員が

確認するのでしょうか。 

区民等による苦情や相談を基に、

区の職員等が、きめ細かく現場の状

況を調査し、違反を確認します。 

16 

監視指導 すでに区内の餌やりポイントは把握

しているのでしょうか。 

区民等による苦情や相談などによ

り、餌やりが行われている場所を、数

か所把握しております。但し、餌やり

の場所は、移動したり増減することが

予想されます。 

17 
監視指導 給餌を目撃した住民が区に連絡し

なければならないのでしょうか。 

区民等の皆様に連絡の義務はご

ざいません。 

18 

監視指導 簡単に連絡できるシステムの構築

は考えられているのでしょうか。 

区民等による苦情や相談は、電話

や電子メールなどによりお寄せいた

だくことを予定しています。 

区では寄せられた苦情や相談を

基に、必要に応じて現場調査や監視

指導を行ってまいります。 

19 

監視指導 否認する違反者の場合、給餌行為

を撮影したものを、担当者の職員に確

認してもらうことは可能でしょうか。 

給餌行為者の撮影については、

プライバシー保護の観点から注意が

必要と考えています。 

区では、区民等の皆様から提供さ

れた写真などを基に、改めて現場調

査や監視指導を行います。 

20 

監視指導 緑道で猫とハトに餌やりをするご婦

人は、近隣の方が直接注意したことも

ありましたが、「餌はあげてない。緑道

だから何しても良いでしょ」と大声を出

して激昂していました。 

このご婦人が、条例施行後も餌やり

することは目に見えていますし、区の

職員の方々がパトロールして給餌を目

撃し注意したとしても、意に介さず餌

やりを続けることはこれまでの経過か

らも明らかです。 

これまでも、町会の皆さんと協力し

て、緑道をはじめ、周辺道路のタバコ

の吸い殻拾いや、不法投棄のゴミ拾

いを実施し、タバコのポイ捨て、猫や

鳥類の餌やり等について直接当事者

に注意喚起もしてきましたが、それだ

けでは限界があります。 

今後、この条例により効力が最大限

生かされるような各種施策を実施して

いただき、注意、勧告が一過性のもの

にならないことを期待します。 

区では、人がハトに餌を与えること

がハトの保護には繋がらないことを、

区民等の皆様にご理解いただくこと

が大切と考えております。条例の制

定後には、区民等の皆様の理解を

深めるよう情報を発信してまいりま

す。 

また、条例で禁止するハトへの給

餌により公共の場所に被害を生じさ

せている状況が続く場合には、継続

して指導をはじめとした対応にあたっ

てまいります。 

 

21 

監視指導 最近、中学校裏のコンビニエンスス

トアーの跡地にて、餌やりをしている

人を頻繁に見受けます。迷惑行為だ

と声をかけましたが、「関係ないだろ、

喧嘩を売っているのか」とのことで、止

める様子は全くありません。 

本条例（案）では、公共の場所に

被害を生じさせる場合には、私有地

におけるハト等への餌やりも禁止しま

す。 

区では、区民等の苦情や相談に

基づき、職員等が現場調査や監視
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

以前は公園に撒いていましたが「餌

やり禁止」の張り紙がある公園を避

け、隣にできた空き地に撒いているも

のと考えられます。 

指導を行います。 

22 

監視指導 ハト等への給餌を行なっている人に

対して、現場で区民が給餌を止めるよ

うに注意できる環境づくりをお願いし

ます。相手からの暴言や暴力行為が

心配です。 

区では、啓発活動を通じて、区内

でハトに餌を与えないという意識・風

土の醸成を図ってまいります。 

万が一給餌者とトラブルが生じた

場合は、速やかに警察へ通報してく

ださい。その後、区にも連絡をお願

いいたします。 

23 

監視指導 日中、子どもとベビーカーで出かけ

ることが多いため、三田線駅の出口を

よく利用します。その際、近くにある小

広場でよくハトに餌を与えている人を

見かけ、ハトも多く集まってきて、いつ

も怖い思いをしながら通っています。

対応していただきたいです。 

区では、区民等の苦情や相談に

基づき、職員等が現場調査や監視

指導を行います。 

24 

監視指導 

 

家の前の緑道に最近ハトが爆発的

に増えています。以前は偶に 1〜2 羽

だったのが、最近は大体 7 羽以上は

家の前にいます。非常に迷惑なので、

どうにかしてください。 

23に同じ。 

25 

監視指導 

条例周知 

法律や条例を決めることは良いと思

いますが、それを管理し規制する人が

いなければ、無駄になります。 

区民が目撃しても条例が周知でき

ていなければ注意できませんし、見て

見ぬふりになりかねません。警察や区

の職員の見回りなど、しっかり管理体

制を構築し、なおかつ区民に周知す

ることがまず先決だと考えます。 

区では、区民等の苦情や相談に

基づき、職員等が現場調査や監視

指導を行います。 

条例の周知については、ホームペ

ージや広報への掲載、チラシの配布

など、様々な機会を捉えて行ってま

いります。 

26 

勧告・命令 指導、勧告、命令について、各段

階でどの程度の回数を踏んで実施す

るのでしょうか。 

指導・勧告・命令の各段階での回

数ついては、個々の事案により被害

状況は異なりますが、公平性を確保

しながら、適切に指導・勧告・命令を

実施してまいります。 

27 

罰則 従わない者に対して罰則を課すま

で、どのくらいの期間がかかるのでしょ

うか。 

過料の処分は、指導・勧告・命令

の段階を踏んで行いますが、個々の

事案により被害状況は異なりますの

で、公平性を確保しながら、適切に

実施してまいります。 

28 

過料 条例案を作成していただいたこと、

大変ありがたく感謝申し上げます。 

罰則 5 万円以下の過料を支払った

後、あい変わらず給餌をしていた場合

はどの様な対処がなされるのでしょう

か。 

過料を支払った後に、給餌を繰り

返す場合には、改めて指導、勧告、

命令、過料を科すことになります。 
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29 

他区の成果 すでに条例を制定している区の実

施状況（指導・勧告・命令）と、条例を

制定したことにより、どの程度効果が

出て給餌が減少しているのか興味が

あります。 

ハトに関する条例を制定している

区は２３区中５区あり、罰則を規定し

ている区は３区あります。 

条例を制定した区では、給餌によ

る被害の防止に効果があった事例が

ある一方で、命令後にも給餌が続い

た事例があります。 

30 

他区の成果 すでに、他区では、罰則を設け、効

果をあげているとの情報を聞いており

ますが、その具体的な状況をお教え

ていただけるとありがたいです。 

29に同じ。 

31 

条例周知 把握している給餌の場所には、あら

かじめ条例を告知する看板等の設置

は検討しているのでしょうか。 

ハト等への給餌による被害が発生

している場所については、公共の場

所に看板等を設置するほか、私有地

にも設置の協力を求めてまいりま

す。 

32 

条例周知 ハト等への給餌による被害が発生

している公園や私有地の周辺には、 

被害防止条例が制定されて給餌が禁

止となったことが記載されたポスター

を設置するなど、十分な対策をお願

いします。 

31に同じ。 

33 

条例周知 被害防止条例の制定にあたって

は、「広報いたばし」などにより、 区民

に対して事前に十分に周知徹底を行

なうようお願いします。 

条例制定の周知については、ホ

ームページや広報への掲載、チラシ

の配布など、様々な機会を捉えて行

ってまいります。 

34 

その他 先日、我家の屋根にハトがとまって

いるので、状況を私が見ていた時、給

餌している方とバッタリ会いましたが、

かなりの険相で、私をにらみつけてい

ました。この様な状況からみて、勧告、

命令、罰則の措置がとられた後、逆恨

みされ、こちらに被害が生じなければ

よいなと危惧しております。 

警察からは、もし、何かトラブルがあ

った時は、まともにぶつかるのではな

く、すぐ警察に通報するようにとアドバ

イスされていますので、留意しておりま

す。 

ハトへの給餌者とトラブルが生じた

場合は、速やかに警察へ通報してく

ださい。その後、区にも連絡をお願

いいたします。 

35 

その他 人間の欲求として、承認欲求があり

ますが、本件の場合、ハトに餌をあげ

るとハトは無邪気に集まってきますか

ら、この承認欲求を満たしているので

はないでしょうか。ですから、この欲求

を満たす他の方法（例えば将棋など）

を、カウンセリングしながら検討するの

はいかがでしょうか。 

近隣における良好な人間関係の

構築や、趣味嗜好の掘り起こしなど、

個人的な領域に関与することは大変

難しいことと考えます。個々の事例に

即して検討してまいります。 

 

 


